
令和８年度から本格実施する
こども誰でも通園制度（乳児等通園支援事業）の実施について

説明者 豊中市こども事業課
令和８年(202６年)３月２日



本日の目次

1

前半（17：45～18：15）

全体向けの説明

本日のスケジュール・・・・・・・ P1

YouTubeで制度の概要を紹介・・・ P2

登場する関係者の相関図・・・・・ P3

リーフレットの案内・・・・・・・ P4～7

総合支援システムについて・・・・ P8～10

令和8年度から実施する施設・・・ P11

前半パートの説明を25分程度で質疑を5分で合計30分、後半パートの説明を25分程度で質疑を5分で合計30分の

合計1時間を予定しています。

後半（18：15～18：45）

担当課に向けの説明

総合支援システムのログイン方法・ P12～14

CSV一括取り込みを使う場合・・・ P15～20

直接データを入力する場合・・・・ P21

システム上での認定について・・・ P22～24

事業者に給付費を支払う場合・・・ P25～27

まとめ・・・・・・・・・・・・・ P28



こども誰でも通園制度（乳児等通園支援）とは

2

こども家庭庁が発行している乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）の周知動画になります。



登場する関係者の相関図＿利用者と実施事業者と市町村

3

誰でも通園制度の利用者 誰でも通園制度の実施事業者

豊中市

③認定書の交付

②認定の申請

⑤こども誰でも通園制度の利用料徴収

⑥給付費の支払い

④こども誰でも通園制度の利用

すべての手続きを総合支援システムで実施

①事業の認可



乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）とは＿その１

4

こども家庭庁が発行している「利用者向けリーフレット」になります。
利用者向けに制度や利用方法がとても簡潔に制度の概要が記載されています。



乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）とは＿その２

5

こども家庭庁が発行している「事業者向けリーフレット」になります。市町村として知っていただきたい内容は
事業者の立場に近いです。利用者向けリーフレットより制度のことを詳しく書いており、その内容を説明します。

→その３で
説明

→その４で
説明



乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）とは＿その３

6

（重要な事柄）

・定期利用という継続的な利用を
する制度と、柔軟利用（一般利
用）という定期的でない利用の
制度の２種類があります。

・食事の提供の有無、親子通園の
有無、障害のあるこどもの受入
の有無などを事業者が選択する
ことができます。

・総合支援システムという乳児等
通園支援事業のための専用のシ
ステムを使います。

・ひと月あたり通算１０時間まで
利用が可能です。



乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）とは＿その４

7

（重要な事柄）

・受入可能な歳児は０歳６ヶ月以
上児から満３歳未満児までにな
ります。

・事業に係る費用は、市町村から
の給付費と利用者からの利用料
で構成され、事業者に対して支
払われます。

・障害児等を受け入れると市町村
からの給付費が加算されるとと
もに、利用者からの利用料は一
を減免する制度があります。

・利用するにあたり、こども育ち
に関する計画が作成され、利用
した度にその結果を記録します。



総合支援システムについて＿利用者側の画面について（イメージ）

8

（画面の説明）

・保護者名「豊中中央」さまの
子ども「とよなかわにお」さん
の今月の10時間の利用残り時間
の表示になります。

・直近の予約があれば、その利用
日や利用時間が分かるように
なっています。

・利用前に認定書を取得していた
だく必要があり、その認定内容
の確認や利用者情報を追加する
ことができます。



総合支援システムについて＿市町村側の画面について（イメージ）

9

（画面の説明）

・認定は保護者の申請により行わ
れ、その利用子どもが認定の対
象となります。（教育・保育の
認定制度と同様）

・認定のための申請は電子申請申
し込みのLoGoフォームにて行
います（教育・保育の申請方法
と同様）

・LoGoフォームで受け付けた情
報は「CSV形式での一括取り
込み」を行い「総合支援システ
ム上で認定通知書をデータにて
で発行」します。



総合支援システムについて＿事業者の画面について（イメージ）

10

（画面の説明）

・本日の利用の予約があるかを
トップ画面で確認することがで
きます。

・予約を受け付ける枠を設定する
「予約可能枠管理」という画面
で受け入れ可能な日時・受入数
を設定できます

・事業に関するさまざまなの設定
（給食の有無、駐車場の有無、
予約受付の開始日や終了日の設
定）を行います。



令和8年度から実施する施設について

11

→ ここまでが
前半パートになります

№ 園名 区分 実施日 時間 歳児 利用料他

１

せんりひじり

幼稚園・ひじり

にじいろ保育園

幼保連携型

認定こども園
火・水・木 9：30～12：30 2歳児：15名

利用料¥300/時

保育充実費¥1,000/月

登録料¥5,000/年

保険料¥600/年

2
服部みどり

幼稚園

幼稚園型

認定こども園
水・金 9：00～13：00

1歳児：4名

2歳児：4名

利用料¥300/時

保険料¥500(登録時)

3 北丘聖愛園
幼保連携型

認定こども園

月・水 9：15～11：45 0･1歳児：5名 利用料¥3,000/月

給食費¥800/月

おやつ代¥100/月

衛生費¥400/月

金 9：15～12：45 0･1歳児：7名

4
東泉丘ひだまり

保育園
保育所

月 10：00～12：30 0歳児：2名 利用料¥750/日

給食費¥300/日
水 10：00～12：30 1歳児：2名
金 10：00～12：30 2歳児：2名

5
庄内こどもの杜

幼稚園

幼保連携型

認定こども園

不定期実施

5～8月：8回

11～3月：8回

10：00～11：30

0歳児：4名

1歳児：4名

2歳児：4名

利用料¥4,800/1クー
ル（8回）

入会金¥200

6 てしま保育園
幼保連携型

認定こども園
月～金 9：00～16：00

0歳児：1名

1歳児：2名

2歳児：3名

現時点では未決定

7 夢の鳥
幼保連携型

認定こども園
火・金 9：00～11：00 2歳児：2名 利用料¥300/時

8
追手門学院

幼稚園

幼保連携型

認定こども園

火・木

※令和8年5月～
10：30～13：00 2歳児：12名 現時点では未決定

（画面の説明）

・3月２日時点で令和8年度から
実施する8施設については左
記のとおりです。

・利用料は1時間あたり300円
が基本となっていますが、月
額で設定する施設があったり、
ここには記載がないですが減
免制度があったりします。

・毎日実施しておらず不定期で
実施している施設もあります。



総合支援システムについて＿総合支援システムのログイン方法＿その１

12

ログインIDとパスワード（大文字・小文字・数字の３種類を使った10文字以上の任意のパスワード）を入力してください。

子育て給付課の本番環境・研修環境 こども事業課の研修環境



総合支援システムについて＿総合支援システムのログイン方法＿その２

13

ログインに成功すると、画面のとおりワンタイムパスワードを求められます。これはログインID（メールアド
レスにあたり事業所で設定）先に、6ケタの数字が送られますのでそれを入力します。



総合支援システムについて＿総合支援システムのログイン方法＿その３

14

このワンタイムパスは、文字通りログインする毎に必要になり、また数字は毎回変わりますのでログインする
毎にメールアドレスを確認を確認する必要があります。セキュリティ確保のためですがとても手間がかかる作
業となります。



総合支援システムについて＿CSV一括取り込みを使う場合＿その１

15

（画面の説明）

・ここにCSV形式のデー
タを貼り付けるかファ
イルを選択します。

・データが取り込めたら
ここにファイル名が表
示されます

・「一括取り込み」を選
択すると取り込みが開
始します。



16

（画面の説明）

・取り込みの候補となる
レコードが表示されま
す。（今回は1件のみを
取り込んできます）

・登録ボタンを押すと
「CSVファイルの取り込
みに成功しました」の表
示されます。

これでCSVのデータの取り
込み作業は終了です。

CSV一括取り込みができた場合

総合支援システムについて＿CSV一括取り込みを使う場合＿その２



17

（画面の説明）

・CSV形式のデータを指
定されている項目の示
されているエラー内容
が表示されます。

・取り込みできなかった
データをいったん削除
します。

・データを修正して、再
度データを貼り付けし
一括取り込みを選択し
ます。

インポートするCSVの
データのうち、１つでも
規定に外れていれば
エラーが返ってきて取り
込みができません。

CSV一括取り込みができなかった場合

総合支援システムについて＿CSV一括取り込みを使う場合＿その３



18

（画面の説明）

・「フォーマットの使用
書をダウンロードす
る」を押すとCSVのイ
ンポートおよびエクス
ポートの仕様書を確認
することができます。

・今回はインポート作業
に関する説明を行うの
で「利用者CSV（イン
ポート）フォーマット
仕様書」を確認してく
ださい。

総合支援システムについて＿CSV一括取り込みを使う場合＿その４



19

（画面の説明）

・E列の「必須」はインポート時
に必ず入力が必要な項目です。
(つまりLoGoフォームでの回
答必須となります)

・2～3行目の「利用開始日」や
「利用終了日」は、申請者では
入力困難になるため市の入力が
必要になります。

・8行目に「生年月日」を入力す
る必要があります。

・17行目の「支援措置家庭」を
入力しつつ、19行目以降の負
担軽減加算も入力する必要があ
ります。

（入力例）
支援なし世帯 →17行目で「0」で、19行目で「0」

要支援児童が
いる世帯 →17行目で「1」で、19行目で「5」→ 国が示しているフォーマットのVer.は「2026年4月フォーマット」を使います

総合支援システムについて＿CSV一括取り込みを使う場合＿その５



20

（画面の説明）

・45行目の「こども１＿乳児等
支援支給認定証番号」は、空欄
だと新規、情報が入っていると
上書き更新になります。

・56～58行目に「医療的ケア児
フラグ」等があり、世帯ではな
くこども毎にフラグの有無を立
てます。

・59～61行目に「認定開始日」
等は、申請者では入力困難にな
るため市で入力が必要になりま
す。

誕生日、利用開始日、認定日など
日付にまつわる入力項目が多いで
す。（日付の前後関係については
調査中）

→ 国が示しているフォーマットのVer.は「2026年4月フォーマット」を使います

総合支援システムについて＿CSV一括取り込みを使う場合＿その６



総合支援システムについて＿直接データを入力する場合

21

（画面の説明）

・CSV形式を使わないと
これらの画面の項目を
手入力ですることにな
ります。

・入力が完了したら次に
「代理利用者情報を入
力する」に進みます。
（つまり、まだ入力が
終わりではない）

入力件数が少ない場合は
これでも良いと思います
が、一時保存もできない
ためこの方法はお勧めし
ません。



総合支援システムについて＿システム上での認定について＿その１

22

（画面の説明）

・認定書がない場合はフ
ラグで「認定無し」と
なっています。この人
が新規に認定する人に
なります。

・該当する「匿名A(保護
者名）」を選択
します。

・認定証管理を選択し
「認定証の発行」をク
リックします



総合支援システムについて＿システム上での認定について＿その２

23

（画面の説明）

・認定証の発行（この表
示は新規ではなく更
新）の確認を求められ
ますので「OK」を選
択してください。

・匿名B（こども名）の
ところにPDF形式の
データが作成されます。
（認定日の日付は発行
作業をしたその日にな
ります）



総合支援システムについて＿システム上での認定について＿その３

24

（画面の説明）

・認定証の発行を将来の
日付として発行するこ
とも可能です。その場
合は日付を入力して同
様に進めてください

・作成されたPDFの認定
通知書はこのような画
面になっており、左上
に保護者氏名、中段に
保護者氏名とこども名
が記載されます。

その他認定の有効期間
等も表示されます。



総合支援システムについて＿事業者に給付費を支払う場合＿その１

25

（画面の説明）

・請求ステータスで「申
請待」「未承認」「承
認済」「確定済」を現
在の進捗を確認するこ
とができます。

・給付費を請求する月
（市町村から見ると支払
う月）を確認してくだ
さい。

・市の独自制度の時間分
がなければ「国の設定
時間分」を選択してく
ださい。

・請求作業する月を選択
してください。



総合支援システムについて＿事業者に給付費を支払う場合＿その２

26

（画面の説明）

・システム内で設定して
いる振込先などを確認
してください

・対象月の給付費の全額
が示されます。

それ以下には、給付費
の内訳が表示されます。

・これは「事業者からの
承認」のステータスに
なるので「承認」か
「差戻し」を選択して
ください。



総合支援システムについて＿事業者に給付費を支払う場合＿その３

27

（画面の説明）

・再度請求を承認するか
を確認されますので
「はい」を選択します。

・作成されたPDFの請求
書はこのような画面に
なっており、上段に事
業所情報、中段に請求
金額、下段に振込先が
表示されます。

→ ここまでが
後半パートになります



本日のまとめ（今回の説明に出ていない部分も含みます）

28

豊中市における乳児等通園支援事業をまとめると以下のとおりです。

・3月2日時点で、令和7年度から事業実施いただいている５事業者に加え、３事業者ほど申請をいただいています。

・「広報とよなか」３月号に乳児等通園支援事業が始まることと、それに伴い利用希望者は豊中市への申請をしていただ
く必要があることを案内しています。（3月9日からLoGoフォームによる申請開始を予定しています）

・令和８年度からの乳児等通園支援事業については、基本的な運用をすべて総合支援システムで行うため事業者・利用
者・市町村のそれぞれで混乱が生じることが予想されます。総合支援システムのサービス提供者からの電話によるヘルプ
デスクもありますが、システム内から各種サポートやYouTubeでの動画を見ることができますのでご活用ください。

・総合支援システムは令和8年（2026年）3月1日に大型アップデートが実施され、事業者の代理予約などが可能になりま
した。3月31日にも年度切り替え作業として単価や加算のアップデートを行う予定です。

・乳児等通園支援事業は、市内在住の子どもだけでなく市外在住の子どもも区別せず受入することができますが、保育所
等の支給認定と同様に住民票がある市町村が利用者認定を行います。

・基本は300円/1時間の利用料ですが、減免制度があり、生保世帯は0円/1時間、住民税非課税世帯は60円/1時間
所得税割額が年間77,101円未満世帯は90円/1時間、要支援児童または要保護児童がいる世帯は150円/1時間になります。
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